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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月３０日（月） １５時３０分ごろ 

発生場所 福岡県宗像
むなかた

市地
じ

ノ
の

島北方沖 

宗像市所在の倉
くら

良
ら

瀬
せ

灯台から真方位０１８°８.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０３.３′ 東経１３０°３１.８′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 恵比須
え び す

丸、８.５トン 

ＦＯ２－６１８３（漁船登録番号）、個人所有 

１２.７９ｍ（Lr）×３.５０ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３１６.３kＷ、平成元年３月６日 

第２９０－４５９５２号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 博
はく

栄
えい

丸、４.９トン 

ＦＯ３－３２７１０（漁船登録番号）、個人所有 

１２.５６ｍ（Lr）×２.７７ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３３０kＷ、平成１０年９月７日 

第２９０－５１７７１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５４年７月１３日 

    免許証交付日 平成２５年１月９日 

           （平成３０年５月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６１年３月７日 

  免許証交付日 平成２２年９月６日 

           （平成２８年３月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央舷側外板に亀裂、操舵室屋根に亀裂、オーニングガイド

ワイヤ取付け金具の脱落 

Ｂ 船首部防舷材に欠損、船首部に擦過傷 
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 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、地ノ島北方沖において、夜間に

行ういか漁の場所取りのため、平成２６年６月３０日１３時００分ご

ろ錨泊した。 

船長Ａは、機関を止めて船首甲板上で漁具の準備中、左舷方約１Ｍ

に接近するＢ船を視認したので、漁師同士の情報交換をするために接

近して来るものと思い、その動静を見ていたところ、Ｂ船が約３０ｍ

に接近したとき、衝突の危険を感じ、白いタオルを振り、大声で呼び

掛けたが、１５時３０分ごろ、Ａ船の左舷中央部とＢ船の船首部とが

衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客３人を乗せ、地ノ島北東

方沖を約１２～１３ノットの対地速力で、自動操舵により北西進中、

レーダーを０.７５Ｍレンジとし、操舵装置の前に立って見張りを行

っていた。 

船長Ｂは、前路に他船を認めなかったので、ＧＰＳプロッターで目

的地までの経路を確認しようと思い、ＧＰＳプロッターの画面を見て

いたとき、船尾甲板上の釣り客３人の叫び声を聞き、船首方を見たと

ころ、約１５ｍ先にＡ船を認め、直ちに機関を全速力後進としたが、

Ｂ船とＡ船が衝突した。 

本事故後、Ｂ船は、後進によりＡ船と離れ、船長Ｂは、Ａ船と船長

Ａの状況確認のため、Ｂ船をＡ船の右舷側に寄せ、状況を確認したの

ちに海上保安庁に連絡した。 

Ａ船とＢ船は、それぞれ自力航行して、Ａ船は、福岡県芦屋
あ し や

町柏原
かしばら

漁港へ、Ｂ船は、北九州市脇田
わ い た

漁港へ入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視程 約５Ｍ 

海象：波高 約０.２～０.５ｍ 

 その他の事項 

 

船長Ａは、日頃から安全に気を配り、転倒及び落水防止用の安全索

や、落水を考慮した乗船用の縄梯子
なわばしご

を用意していた。 

本事故時、船長Ａは、安全索をつかんだため、落水や転倒もせず、

負傷も負わなかった。 

船長Ａは、唐人錨及び直径２０mm の合成繊維製索を錨索として使用

しており、日頃から、船首甲板に錨索を緊急切断するための包丁を備

えていた。 

船長Ａは、本事故発生場所付近が、大型コンテナ船の往来が激し

く、また、その航行に危険を感じて、錨索を切るなどして避航した経

験があったため、日頃から見張りを適切に行うように心掛けていた。 

船長Ａは、本事故時、救命胴衣を着用していた。 

Ａ船は、錨泊中を示す黒色球形形象物をマスト上に掲げていた。 

船長Ｂは、レーダー及び目視で見張りをしていたが、本事故時前の

数分間、ＧＰＳプロッターの画面を見ていた。 
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船長Ｂ及び釣り客３人は、本事故時、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、地ノ島北方沖で機関を止めて錨泊中、船長Ａが、船首側甲

板上で漁具の準備中、Ｂ船が漁師同士の情報交換をするために接近し

て来るものと思い、その動静を見ていたところ、衝突の危険を感じ、

白いタオルを振り、大声で呼び掛けたが、Ｂ船と衝突したものと考え

られる。 

Ｂ船は、地ノ島北東方沖を自動操舵により北西進中、船長Ｂが、前

路に他船を認めなかったので、ＧＰＳプロッターで目的地までの経路

を確認しようと思い、ＧＰＳプロッターの画面を見ていて見張りを適

切に行っていなかったことから、釣り客の叫び声でＡ船に気付き、全

速力後進としたものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、地ノ島北方沖において、Ａ船が機関を止めて錨泊中、Ｂ

船が北西進中、船長Ｂが、ＧＰＳプロッターの画面を見ていて見張り

を適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・常時、状況に応じた見張りを適切に行うこと。 

・レーダーの接近警報装置を使用すること。 

・有効な音響信号を行うことができる手段を講じること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

Ａ船錨泊中 

事故発生場所 

（平成２６年６月３０日 １５時３０分ごろ発生） 

× 

倉良瀬灯台 

柏原漁港 

脇田漁港 

地ノ島 


